
投
票
が
で
き
る
人

　
桐
生
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
人
で
、
下
表
の
と
お

り
で
す
。

投
票
の
流
れ

▼
投
票
所
入
場
券
は
郵
送
で

　
投
票
所
の
入
場
券
は
、
１
通
に

４
人
分
ま
で
を
記
載
し
た
「
シ
ー

ル
式
は
が
き
」
で
郵
送
し
ま
す
。

投
票
の
際
は
１
人
分
ず
つ
切
り
離

し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
入
場
券
に
は
氏
名
や
投
票
所
名

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お

間
違
え
の
な
い
よ
う
確
認
の
う
え

お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
入
場
券
が
届
か
な
い
、

ま
た
は
入
場
券
を
紛
失
し
た
場
合

は
、
投
票
所
で
係
員
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

▼
投
票
は
午
前
７
時
か
ら

　

午
後
７
時
ま
で

　
投
票
時
間
は
、
い
ず
れ
の
選
挙

も
、
午
前
７
時
か
ら
午
後
７
時
ま

で
で
す
。
た
だ
し
、
馬
立
集
会
所

は
午
後
６
時
ま
で
で
す
。

▼
投
票
の
順
序

　
４
月
21
日
は
、
市
長
選
挙
と
市

議
会
議
員
選
挙
が
同
時
に
行
わ
れ
、

初
め
に
市
長
選
挙
、
次
に
市
議
会

議
員
選
挙
の
投
票
を
行
い
ま
す
。

▼
代
理
・
点
字
投
票

　
病
気
や
け
が
な
ど
で
文
字
が
書

け
な
い
人
の
た
め
に
「
代
理
投

票
」
の
制
度
が
、
目
の
不
自
由
な

人
の
た
め
に
「
点
字
投
票
」
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　
投
票
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
の
で
、
必
要
な
場
合
は
投
票
所

で
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

投
票
日
に

投
票
所
に
行
け
な
い
と
き

▼
期
日
前
投
票

　
仕
事
や
旅
行
な
ど
で
投
票
日
当

日
に
都
合
が
悪
い
人
は
、
期
日
前

投
票
が
で
き
ま
す
。
投
票
で
き
る

場
所
、
期
間
、
時
間
は
次
ペ
ー
ジ

の
表
の
と
お
り
で
す
。
住
所
に
か

か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
か
の
期
日
前

投
票
所
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

　
期
日
前
投
票
所
で
は
、
「
宣
誓

書
」
の
記
入
が
必
要
で
す
。

　
宣
誓
書
の
用
紙
は
期
日
前
投
票

所
に
用
意
し
ま
す
が
、
各
公
民
館

と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま

す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
自
宅
な
ど

で
記
入
し
て
持
参
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

▼
滞
在
地
な
ど
で
の
投
票

　
投
票
日
に
仕
事
な
ど
で
他
市
町

村
に
滞
在
中
の
人
は
、
所
定
の
手

続
を
行
う
と
滞
在
先
の
選
挙
管
理

委
員
会
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
都
道
府
県
が
指
定

す
る
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に

入
院
・
入
所
し
て
い
る
人
は
、
そ

の
場
所
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

統
一
地
方
選
挙

４
月
７
日
（
日
）

　

県
議
会
議
員
選
挙

　

４
月
に
、
統
一
地
方
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。
よ
り
良
い
ま
ち

づ
く
り
の
た
め
、
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
選
挙
係
（
☎
内
線

５
３
８
・
５
３
９
）
へ
。

県議会議員選挙 市長・市議会議員選挙

年齢要件 平成13年4月8日までに生まれた人（満18歳以
上の人）

平成13年4月22日までに生まれた人（満18歳
以上の人）

住所要件
平成30年12月28日以前から桐生市に住んでい
る人（桐生市の選挙人名簿登録基準日の3か月
前）

平成31年1月13日以前から桐生市に住んでい
る人（桐生市の選挙人名簿登録基準日の3か月
前）

市外へ転出した場合

群馬県内への転出…「引き続き県内に住所を有
する旨の証明書」の提示か、「引き続き県内に
住所を有することの確認」を受ければ投票でき
ます。 
群馬県外への転出…投票できません。

群馬県内・県外を問わず投票できません。

市内で転居した場合

3月15日までの転居…転居先の住所地の投票所
で投票 
3月16日以降の転居…転居前の住所地の投票所
で投票

4月1日までの転居…転居先の住所地の投票所
で投票 
4月2日以降の転居…転居前の住所地の投票所
で投票

※転入日、転居日はいずれも市に届出をした日のことです。

投票ができる人

４
月
21
日
（
日
）

　

市
長
・
市
議
会
議
員
選
挙
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▼
郵
便
に
よ
る
投
票

　
身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
人

は
、
自
宅
か
ら
郵
便
で
投
票
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
場
合
は
事
前
に
選
挙
管
理

委
員
会
か
ら
「
郵
便
等
投
票
証
明

書
」
（
７
年
間
有
効
）
の
交
付
を

受
け
、
こ
の
証
明
書
に
所
定
の
請

求
書
を
添
付
し
、
投
票
日
の
４
日

前
ま
で
に
投
票
用
紙
を
請
求
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

選
挙
公
報
の
配
布

　
候
補
者
の
経
歴
や
政
見
な
ど
を

お
知
ら
せ
す
る
「
選
挙
公
報
」
を

投
票
日
２
日
前
ま
で
に
新
聞
朝
刊

に
折
り
込
み
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
新
聞
を
購
読
し
て
い
な
い
場
合

な
ど
は
、
市
役
所
１
階
の
総
合
案

内
所
、
新
里
・
黒
保
根
支
所
、
各

公
民
館
、
青
年
の
家
で
配
布
し
ま

す
。

開
票
と
速
報

　
開
票
は
い
ず
れ
の
選
挙
も
投
票

日
の
当
日
、
午
後
８
時
15
分
か
ら

南
体
育
館
で
行
い
ま
す
。

　
開
票
の
様
子
は
、
市
の
有
権
者

で
あ
れ
ば
参
観
で
き
ま
す
の
で
、

希
望
す
る
人
は
、
開
票
所
係
員
の

指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
県
議
会
議
員
選
挙
お
よ
び
市
長

選
挙
の
開
票
速
報
は
、
午
後
９
時

か
ら
30
分
ご
と
に
、
市
役
所
の
市

民
文
化
会
館
側
出
入
り
口
で
配
り

ま
す
。

　
市
議
会
議
員
選
挙
の
速
報
は
、

市
長
選
挙
確
定
後
、
30
分
ご
と
に

行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

開
票
速
報
を
掲
載
し
ま
す
。

投
票
所
の
一
部
変
更

　

第
３
・
４
・
５
・
８
・
９
・

15
・
19
・
23
・
43
・
50
投
票
区
投

票
所
を
、
体
育
館
か
ら
校
舎
に
変

更
し
ま
す
。
投
票
所
名
は
、
左
上

の
投
票
所
一
覧
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

手帳などの種類 障害の程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障害 １級または２級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ
う、直腸、小腸の障害 １級または３級

免疫、肝臓の障害 １級から３級まで

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障害 特別項症から第２項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ
う、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第３項症まで

介護保険被保険者証 要介護５

郵便による投票ができる人

投票できる期間 投票時間 期日前投票所

県議会議員選挙 3月30日（土）～4月6日（土） 午前8時30分
～午後8時

桐生市役所
新里支所
黒保根支所市長・市議会議員選挙 4月15日（月）～20日（土）

※住所にかかわらず、いずれかの期日前投票所で投票可能

期日前投票

投票区 投票所名
1 白髭集会所
2 宮前町集会所
3 西小学校校舎※
4 北小学校校舎※
5 東小学校校舎※
6 清流中学校校舎
7 元宿巴集会所
8 旧昭和小学校校舎※
9 南小学校校舎※
10 総合福祉センター
11 境野公民館
12 境野町浜の京東集会所
13 広沢町一丁目集会所
14 広沢保育園
15 広沢小学校校舎※
16 広沢町六丁目集会所
17 一本木会館
18 たかぞの保育園
19 梅田南小学校校舎※
20 梅田二渡集会所
21 馬立集会所
22 桜木小学校校舎
23 相生小学校校舎（後校舎）※
24 相生町三丁目集会所
25 天沼会館
26 小倉会館
27 川内町三丁目集会所
28 しごと工房みやま
29 勇進会館
30 菱町一丁目集会所
31 菱公民館

投票区 投票所名
32 菱町四丁目集会所
33 上菱集会所
34 相生町五丁目団地集会所
35 間ノ島団地集会所
36 足仲団地集会所
37 たかの巣集会所
38 引田集会所
39 山田集会所
40 清水町会館
41 相生小学校校舎（前校舎）
42 下小友集会所
43 神明小学校校舎※
44 城の岡団地集会所
45 天神町三丁目集会所
46 広沢町五丁目集会所
47 桐生広域林業会館
48 境野小学校校舎
49 板橋住民センター
50 新里北小学校校舎※
51 上鶴ヶ谷住民センター
52 町組集会所
53 新里町保健文化センター
54 野集会所
55 八幡住民センター
56 天神集会所
57 新里東小学校校舎
58 黒保根町山村開発センター
59 上田沢集会所
60 下田沢集会所
61 宿廻集会所

投票所一覧
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※印は、体育館から校舎に変更する投票所

桐生市役所　　☎0277‐46‐1111




